
平成２５年度第１回伊万里市水道審議会議事録 

 

１．日  時：平成２６年２月２０日 １３時３０～１４時３０分 

２．開催場所：水道部内会議室 

３．出 席 者：川原清春委員、川原定委員、岩下委員、松永委員、川内委員、 

杉本委員、前田和幸委員、前田壽美代委員、犬塚委員、篠崎委員 

（堀田委員及び土本委員は都合により欠席） 

事務局：部長、副部長（兼）工務課長、管理課長、管理課副課長（兼）

管理係長、営業係長、浄水場管理事務所副所長、工務課副課長

（兼）工務係長、おいしい水プロジェクト室係長、中島、内山  

４．内容 

（１）開会  

（２） 水道部長の挨拶 

 皆さん、こんにちは。水道部長の林と申します。 

本日は、公私とも大変お忙しい中に、水道審議会にご出席いただき誠にあり

がとうございます。 

また、皆様方には、日頃より伊万里市の行政運営、特に水道行政につきまし

ては、特段のご理解、ご協力をいただいておりますことにこの場をお借りしま

して厚くお礼申し上げます。   

 水道審議会につきましては、条例により「水道事業管理者の諮問に応じ、水

道事業に関する重要な事項について調査及び審議する」ために設置するとされ

ているところですが、特に重要な審議事項がない年におきましても、年に 1 回

は審議会を開催して、委員の皆様に決算状況や実施中の事業等を報告させて頂

いているところです。  

さて、水道事業は市民生活に欠くことのできない安全・安心な水を供給する

ことを使命としておりますが、平成２５年度は、渇水や大きな事故もなく安定

して給水することができたところです。 

 異常気象と言いますか、降水が地域によって偏って、降る所は降る、降らな

いところは全くといった状況で、昨年の８月盆過ぎには、九州北部や四国各地

で渇水の心配がなされましたが、本市におきましては、大川町に井手口川ダム

が出来たおかげもあり、ほとんど心配しなくてよい状況でした。 

水道部では、昨年４月の機構改革におきまして、事業量が少なくなった簡易

水道係を工務係に統合して、水道部内に、新たに『おいしい水プロジェクト室』

を設置したところです。 

おいしい水プロジェクト室は、市の水道の約８０％を賄っております有田川

浄水場の改修事業を担当することとしており、浄水方式を今までの砂ろ過方式

ではなく粒状活性炭接触ろ過池とセラミック膜ろ過による高度浄水処理方式で



の整備を図ることとしているところです。 

この有田川浄水場の改修事業を平成 28 年度までかけて実施するとともに、上

水道区域では屋敷野地区、大野岳地区の拡張整備を 25 年度までに完了、簡易水

道区域では、波多津町木場の大知木、深谷の 2 地区の未普及解消事業を平成 26

年度までの事業として取り組んでいるところです。 

本日の審議会では、平成 24年度の決算状況、また、現在実施しております主

な建設事業、そして平成 26年度予算等についてご説明させて頂きますが、昭和

４１年以来、約４６年ぶりに地方公営企業の会計制度が大幅に改正されました

ので、平成２６年度予算から新会計基準を適用しているところです。 

また、本年 4 月 1 日から消費税率が８％に改正されますのでそれに伴います

ところの水道料金や給水負担金等の改正についても審議をお願いすることとし

ておりますので、どうか、奇譚の無いご意見を出していただき、この審議会が

有意義なものになることを祈念いたしております。 

なお、審議会終了後に、セラミック膜によるろ過設備を整備した新大川浄水

場の現地見学会を予定しておりますので、ご参加のほどよろしくお願い致しま

して挨拶に替えさせていただきます。 

本日はご出席ありがとうございます。 

 

（３）会長の挨拶 

みなさんこんにちは、２月の寒い時期に開催となりましたが、出席して頂き

ありがとうございます。前回は一昨年の 9 月 20 日に開催され、ちょうど 1 年 5

か月ぶりの開催となります。 

今回諮問されている事項はないようでありますが、報告ということで経営状

況や水道料金の改定が挙げられています。水道料金の改定は、本来重要な事項

となりますが、今回の改定は消費税法の改正に伴うものであり、やむをえない

措置ではないかと考えます。 

よろしくご審議のほどお願いいたします。 

 

（４）議事 

   川原（清）会長による議事進行 

 

① 管理課長より平成２４年度水道事業特別会計の決算について説明（審議会資料

Ｐ．１～３） 

 

・川原（清）会長より 

    ２４年度の当年度純利益は１億７千万円程度と出ていますが、前回の審議会の

時の決算見込みでは９３００万円程度でした。９月の時点での見込みだったので、



なかなか難しかったということでしょうか。 

   ⇒ 先ほど言われた通り、９月の時点での決算見込でしたので、残り半年期間が

あったということがあります。結果として当時の予測より利益が出たというこ

とは、歳入については概ね見込に近い収入でしたが、歳出をかなり節約できた

のではないかと分析しています。 

 

② 管理課長より平成２６年度水道事業特別会計の予算について説明（審議会資料

Ｐ．４～６） 

 

・川原（定）副会長より 

 給水収益には消費税分は入っていますか。 

   ⇒ 予算では消費税込みですが、決算では税抜で処理します。 

 

・松永委員より 

 給水収益は、２５年度に比べ、実質的にはプラスマイナスゼロということで

すか。 

   ⇒ ほぼ同等に近いということになりますが、最近は節水型家電等の普及という

ことがあり水が売れなくなる傾向にありますので、予算上は８％になるため税

込では増えていますが、税抜きで考えると、若干目減り傾向にあります。 

 

・川原（清）会長より 

 ２４年度の当年度純利益は１億７千万円程度ですが、２５年度の決算見込み

では５２７万５千円となっています。こんなに状況は悪くなるのですか。 

   ⇒ 決算見込みということでありますので、歳出のほうを少し大きめに見ている

ため、もう少し利益は大きくなると思います。ただ、第９次拡張事業の減価償

却が２５年度から始まりますので、かなり損益を圧迫することになり、しばら

くはこのような状態が続くことになります。償却期間はものによりけりですが、

機械設備では早いもので９年から１５年、建物や配水管等は５０年等長いもの

もあります。 

 

・川原（清）会長より 

 企業債の支払利息は今借りるものと過去に借りたものでは差がありますので、

ずっと減っていきますよね。 

   ⇒ 減っていきます。企業債もなるべく抑えて借りるように、決算の折には進め

ています。 

 

 



・松永委員より 

 簡易水道会計のほうに消費税は発生しないのですか。 

   ⇒ 簡易水道だけ見ると消費税は戻ってくるということになります。仕入れのほ

うが大きいため、仮払消費税のほうが多いということです。 

 

③ 副部長（兼）工務課長より主な建設事業について説明（審議会資料Ｐ．７～

９、別冊図面） 

 

・川原（定）副会長より 

   主な建設事業ということで、約９億円の工事を見込まれていますが、工事をし

ていただく業者というのは、設備の内容によっては専門的な業者がいるかもわか

りませんが、地域の活性化のために、できるだけ地元の業者に発注していただき

たいと思います。 

   ⇒ 配水管等、市内の業者でできる工事については、ほとんど市内の業者に発注

しています。ただ、どうしても浄水場の機械や電気等専門的な工事については

市外に発注しますが、ジョイントベンチャーのように市内の業者を組み合わせ

て発注できるものについては、その形をとり、できるだけ市内業者に発注して

いきたいと思います。 

      

・松永委員より 

 今出された以外にもこれからも工事をされるのですか。まだ終わっていない

ところがあるのですか。 

   ⇒ 市内には水道の未普及地域というのが１４地区あるのですが、そのうち今年

度末に大野岳地区を解消します。まだ残るもののうち、深谷と大知木地区には

着手していますので、来年度には完了します。それ以降について１１地区あり

ますが、具体的には決まっていません。地元から話が合っているところが１地

区ありますので、次年度以降事業化できればと考えています。 

 

・川原（清）会長より 

 未普及地域は規模的に小さい地区が多いので、経営にはねかえり、難しい面

もあります。 

   ⇒ 接続戸数が多ければいいのですが、残っているのは１キロ先の山手の地区に

なりますし、井戸水を使われている場合とすれば水道料金もプラスになります

ので、なかなか１００％接続というのは難しいと思いますので、地元と協議し

ながら進めていきたいと考えています。 

 

 



④ 管理課長より伊万里市水道料金、負担金及び手数料条例の一部改正について説

明。（審議会資料Ｐ．１０～１３） 

 

・川原（清）会長より 

 今後消費税の税率が変わってくると、税抜収入は切捨てとなり、追いつけな

いということですか。 

   ⇒ ５％以上上がる場合でないと、超過料金は１０円上がらないという計算にな

ります。仮に来年の１０月に１０％になった場合は、同じような計算をすれば

そのままになりますので、そうなれば経営のほうにかなり影響が出てきます。

次回消費税が上がるということが決定された場合に、市のほうでどういった見

解が出るのかということにもよりますが、次回は水道部としての方針も発言を

しなければいけないのではと考えています。 

 

・川原（定）副会長より 

  水道料金改正の周知などはどうのように予定されていますか。 

 ⇒ 水道料金は６月分からということになりますので、議会の議決後、４月の

広報でお知らせする予定です。 

 

⑤ その他 

・川原（清）会長より 

     その他何かないでしょうか。 

ないようですので、これで平成２５年度第１回水道審議会を終わります。 

 


